
ライフイベントにかかる社内制度２

出産

女性社員 産休 産休 育休

産前6週
▼

出産
▼

産後8週
▼

1歳
▼

1歳半
▼

最長2歳
▼

出産手当金

（健康保険加入者のみ）
標準報酬日額×2/3×産休日数

育児休業給付金

（雇用保険加入者のみ）
休業開始時賃金日額×67%×日数
（開始6ヶ月後から50%）

*分割2回取得可 *保育園に入れない場合

男性社員 休 休 育休 育休 育休 育休

育休 育休

①産後パパ育休
*最大4週間まで取得可
*分割2回取得可

②育児休業
*分割2回取得可

育児休業給付金 育児休業給付金 ← ←

← ←

育休後職場復帰

①フルタイム（社保加入）

②時短勤務 1日の所定労働時間を短縮

週の労働日数を減らす

6～8H未満（社保加入）

6H未満
（国保又は配偶者等の扶養）

週4日程度（社保加入）

週1～3日程度
（国保又は配偶者等の扶養）

③その他 各人応相談

産休・育休制度あり。各種保険加入者は手当金・給付金が受給可能

① ②

希望に応じた勤務形態が選択可能

*保育園に入れない場合

小学生以下の子1人につき年５日、２人以上年10日取得可子の看護休暇


